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新年号「令和」の始まりに福祉プラザの活用はいかがですか？
5月に入り日本は新しい時代「令和」を迎えました。この新たな時代の幕開けを機に福祉プラザを

今まで以上に活用してみてはいかがですか。福祉プラザは年代を問わず様々な市民の方の交流を

促し、健康で自立した生活を送ることが出来るような拠点施設作りを目指しています。

福祉プラザの利用団体に登録を行って施設を活用してみませんか？

福祉プラザでは

「４つの活動」

の場を提供します
（各施設）

・ボランティア室

・談話室

・ふれあいルーム

・和室

【施設名】ボランティア室

【定 員】２４名

【施設名】談話室
【定 員】６名

【施設名】和室(18畳２間) 【施設名】ふれあいルーム
【定 員】１８名

「話し合い」の場

「ものづくり」の場

（作業等）

「学び」の場
「ふれあい」の場

★ 団体登録をご希望される場合は、下記よりお手続きをお願いします★

１ 提出書類 福祉プラザ利用登録団体申請書

(当会ホームページ[鹿屋市社協で検索]により

ダウンロードできます)

２ 提 出 先 リナシティかのや（２階）福祉プラザ

３ 登録条件 福祉に関係する市民団体及びボランティア団

体で，申請書により申告された活動内容や目

的から福祉の発展を目指すものであるかを管

理者が判断し登録の可否を決定します。

４ 問合せ先 鹿屋市市民交流センター福祉プラザ

(指定管理者：鹿屋市社会福祉協議会)

TEL 0994-44-2951

担当：総務課 上園，中山

☆ 団体登録のメリット ☆

１ 利用のご予約が電話で「可」

２ 施設の利用料は「無料」

３ 施設内で飲食が「可」

※アルコール飲料の持ち込みは禁止です。

《ご利用可能時間》

午前９時から午後１０時まで

《休館日》

年末年始(12/29～1/3)



鹿屋市社会福祉協議会では、今年度より人生の最期を迎えるに

あたっての様々なお悩みのご相談を受ける「終活相談」の受付を

開始いたしました。また、心配ごと相談（一般相談・専門相談）の

開設時間が午前 9時～正午までとなりました。

法律相談と終活相談は事前に予約が必要です。

相談は無料ですので、まずはお気軽にお電話ください。

相 談 日 相 談 時 間 相 談 員

毎 週 月 ～ 金 曜 日
午 前 9 時

正 午

心 配 ご と
相 談 員

第 2 金 曜 日
( 予 約 が必 要で す )

午 後 1 時

午 後 4 時
弁 護 士

第 1 金 曜 日
午 前 9 時

正 午
税 理 士

第 2 ・ 3 ・ 4
金 曜 日

午 前 9 時

正 午
司 法 書 士

第 4 木 曜 日
(予約が必要です)

午 前 9 時

正 午
社 協 職 員

相続，家屋，財産，
登記など

終活相談

人生の最期を迎える
ための様々な準備
(葬儀,納骨,遺贈,遺品
整理等)

相 談 種 別 相 談 内 容

一般相談
心 配 ご と
悩 み ご と

専
　
門
 
相
 
談

法律相談
（鹿屋市民の方）

財産，権利，離婚，
扶養，相続，借地等
のもめごとなど

税務・経営相談
相続税，贈与税，
所得税等税金に
関すること

財産・登記相談

～

～

～

～

～

注1）法律相談(１件30分)，終活相談(1件60分)については

予約が必要ですので前もってお電話で予約してください。

注2）法律相談は鹿屋市民の方を対象としております。

注3）土・日・祝日・年末年始はお休み致します。

注4）リナシティかのや2階福祉プラザで実施しております。

【心配ごと相談 問合せ先 】

社会福祉法人 鹿屋市社会福祉協議会

〒893-0009 鹿屋市大手町１番１号

リナシティかのや ２F 鹿屋市市民交流センター 福祉プラザ内

電話:(0994)44-2277

FAX:(0994)44-7757 担当（坂口）

「終活」とは、近年では広く知られるようになった

人生の終わりを迎えるに当たり、残りの人生をより充実して生きるため、

介護のことや、葬儀、墓、遺産相続など、自分の希望を生前に整理・準備

しておくことです。

新しく「終活相談」の受付が始まりました！


